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栃 木 県 規 則 第 十 一 号

栃 木 県 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 内 課 等 設 置 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 内 課 等 設 置 規 則

（ 設 置 ）

第 一 条 第 七 十 七 回 国 民 体 育 大 会 （ 以 下 「 国 体 」 と い う 。 ） 及 び 第 二 十 二 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 （ 以 下

「 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 」 と い う 。 ） に 関 す る 事 務 を 処 理 す る た め 、 栃 木 県 行 政 組 織 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年

栃 木 県 規 則 第 二 十 七 号 。 以 下 「 組 織 規 程 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ

大 会 局 （ 以 下 「 局 」 と い う 。 ） の 下 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 を 置 き 、 課 の 下 に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 担 当 を 置 く 。

課 名 担 当 名

総 務 企 画 課 総 務 担 当 、 広 報 ・ 県 民 運 動 担 当 、 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 担 当

施 設 調 整 課 施 設 担 当 、 宿 泊 ・ 輸 送 担 当

競 技 式 典 課 式 典 担 当 、 競 技 担 当

２ 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 課 は 、 組 織 規 程 第 三 条 に 規 定 す る 本 庁 と す る 。

（ 分 掌 事 務 ）

第 二 条 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

総 務 企 画 課

一 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 総 合 企 画 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

二 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 広 報 、 県 民 運 動 、 募 金 及 び 企 業 協 賛 に 関 す る こ と 。

三 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 競 技 の 運 営 に 関 す る こ と 。

四 そ の 他 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 開 催 に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 掌 す る も の を 除 く 。 ） 。

施 設 調 整 課

一 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 開 会 式 及 び 閉 会 式 の 会 場 並 び に 競 技 施 設 に 関 す る こ と 。

二 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 に 係 る 宿 泊 及 び 衛 生 、 医 療 救 護 、 輸 送 及 び 交 通 並 び に 警 備 及 び 消 防 に

関 す る こ と 。

競 技 式 典 課

一 国 体 の 競 技 の 運 営 に 関 す る こ と 。

二 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 式 典 に 関 す る こ と 。

２ 担 当 及 び そ の 職 員 の 分 担 事 務 は 、 課 長 が 定 め る 。

３ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 組 織 規 程 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 幹 事 課 ）

第 三 条 局 に お け る 行 政 の 総 合 調 整 、 重 要 な 事 務 及 び 事 業 の 進 行 管 理 、 人 事 の 集 中 管 理 、 予 算 の 調 整 等 に 関 す

る 事 務 を 処 理 さ せ る た め 、 局 に 幹 事 課 を 置 く 。

２ 幹 事 課 は 、 総 務 企 画 課 と す る 。

３ 組 織 規 程 第 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 は 、 総 務 企 画 課 に つ い て 準 用 す る 。

（ 局 長 等 ）

第 四 条 局 に 局 長 及 び 次 長 、 課 に 課 長 を 置 く 。

２ 前 項 の 職 の ほ か 、 課 に 主 幹 、 課 長 補 佐 、 副 主 幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師 を 置 く こ と が で き る 。

３ 局 長 及 び 課 長 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 分 掌 事 務 を 掌 理 し 、 所 属 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

４ 次 長 は 、 局 内 の 総 合 的 な 企 画 、 調 整 等 の 事 務 に つ い て 局 長 を 補 佐 す る 。

５ 主 幹 、 課 長 補 佐 、 副 主 幹 、 係 長 及 び 主 査 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 そ の 分 担 事 務 を 処 理 す る 。

６ 主 任 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 複 雑 若 し く は 困 難 な 事 務 又 は 技 術 を つ か さ ど る 。

７ 主 事 又 は 技 師 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 事 務 又 は 技 術 を つ か さ ど る 。
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　───────────────────────────────────────────────

８ 総 括 課 長 補 佐 （ 課 長 補 佐 の う ち 、 課 長 を 総 括 的 に 補 佐 す る こ と を 命 じ ら れ た も の を い う 。 ） は 、 第 五 項 に

規 定 す る 職 務 を 行 う ほ か 、 課 の 分 掌 事 務 に つ い て 課 長 を 補 佐 し 、 職 員 の 担 任 す る 事 務 を 監 督 す る 。

９ 主 幹 、 課 長 補 佐 、 副 主 幹 及 び 係 長 の う ち 、 課 に 置 か れ た 担 当 の リ ー ダ ー を 命 じ ら れ た も の は 、 第 五 項 に 規

定 す る 職 務 を 行 う ほ か 、 そ の 分 担 事 務 に つ い て 課 長 を 補 佐 し 、 当 該 担 当 に 属 す る 職 員 の 担 任 す る 事 務 を 監 督

す る 。
組 織 規 程 第 十 五 条 の 二 の 規 定 は 、 第 八 項 の 総 括 課 長 補 佐 に つ い て 準 用 す る 。10

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 五 年 三 月 三 十 一 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

（ 人 事 課 ）

栃 木 県 規 則 第 十 一 号

栃 木 県 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 内 課 等 設 置 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 内 課 等 設 置 規 則

（ 設 置 ）

第 一 条 第 七 十 七 回 国 民 体 育 大 会 （ 以 下 「 国 体 」 と い う 。 ） 及 び 第 二 十 二 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 （ 以 下

「 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 」 と い う 。 ） に 関 す る 事 務 を 処 理 す る た め 、 栃 木 県 行 政 組 織 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年

栃 木 県 規 則 第 二 十 七 号 。 以 下 「 組 織 規 程 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ

大 会 局 （ 以 下 「 局 」 と い う 。 ） の 下 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 を 置 き 、 課 の 下 に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 担 当 を 置 く 。

課 名 担 当 名

総 務 企 画 課 総 務 担 当 、 広 報 ・ 県 民 運 動 担 当 、 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 担 当

施 設 調 整 課 施 設 担 当 、 宿 泊 ・ 輸 送 担 当

競 技 式 典 課 式 典 担 当 、 競 技 担 当

２ 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 課 は 、 組 織 規 程 第 三 条 に 規 定 す る 本 庁 と す る 。

（ 分 掌 事 務 ）

第 二 条 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

総 務 企 画 課

一 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 総 合 企 画 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

二 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 広 報 、 県 民 運 動 、 募 金 及 び 企 業 協 賛 に 関 す る こ と 。

三 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 競 技 の 運 営 に 関 す る こ と 。

四 そ の 他 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 開 催 に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 掌 す る も の を 除 く 。 ） 。

施 設 調 整 課

一 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 開 会 式 及 び 閉 会 式 の 会 場 並 び に 競 技 施 設 に 関 す る こ と 。

二 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 に 係 る 宿 泊 及 び 衛 生 、 医 療 救 護 、 輸 送 及 び 交 通 並 び に 警 備 及 び 消 防 に

関 す る こ と 。

競 技 式 典 課

一 国 体 の 競 技 の 運 営 に 関 す る こ と 。

二 国 体 及 び 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 式 典 に 関 す る こ と 。

２ 担 当 及 び そ の 職 員 の 分 担 事 務 は 、 課 長 が 定 め る 。

３ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 組 織 規 程 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 幹 事 課 ）

第 三 条 局 に お け る 行 政 の 総 合 調 整 、 重 要 な 事 務 及 び 事 業 の 進 行 管 理 、 人 事 の 集 中 管 理 、 予 算 の 調 整 等 に 関 す

る 事 務 を 処 理 さ せ る た め 、 局 に 幹 事 課 を 置 く 。

２ 幹 事 課 は 、 総 務 企 画 課 と す る 。

３ 組 織 規 程 第 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 は 、 総 務 企 画 課 に つ い て 準 用 す る 。

（ 局 長 等 ）

第 四 条 局 に 局 長 及 び 次 長 、 課 に 課 長 を 置 く 。

２ 前 項 の 職 の ほ か 、 課 に 主 幹 、 課 長 補 佐 、 副 主 幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師 を 置 く こ と が で き る 。

３ 局 長 及 び 課 長 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 分 掌 事 務 を 掌 理 し 、 所 属 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

４ 次 長 は 、 局 内 の 総 合 的 な 企 画 、 調 整 等 の 事 務 に つ い て 局 長 を 補 佐 す る 。

５ 主 幹 、 課 長 補 佐 、 副 主 幹 、 係 長 及 び 主 査 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 そ の 分 担 事 務 を 処 理 す る 。

６ 主 任 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 複 雑 若 し く は 困 難 な 事 務 又 は 技 術 を つ か さ ど る 。

７ 主 事 又 は 技 師 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 事 務 又 は 技 術 を つ か さ ど る 。


